
 
 

 一
 

一
 

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 の 新 旧 対 照 条 文 
○ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ）           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

 （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ）  （ 免 許 を 要 し な い 無 線 局 ） 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の

と お り 定 め る 。 

第 六 条 法 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱 な 無 線 局 を 次 の

と お り 定 め る 。 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ） 

４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 ４ 法 第 四 条 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 一 ～ 七 （ 略 ） 

八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又

は 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 周

波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と

の 間 若 し く は 陸 上 移 動 局 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 の 中 継 に

よ る も の を 含 む 。 ） 又 は 携 帯 基 地 局 と 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除 く 。 ） と

の 間 若 し く は 携 帯 局 （ 上 空 で の 運 用 を 除 く 。 ） 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 を い

う 。 ） の 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 で あ つ て 、 か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ

ッ ト 以 下 で あ る も の 

八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 四 、 九 〇 〇 ㎒ 以 上 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又 は

五 、 〇 三 〇 ㎒ 以 上 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の う ち 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 周 波 数

の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 基 地 局 と 陸 上 移 動 局 と の 間

又 は 陸 上 移 動 局 相 互 間 で 行 う 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中 継 局 の 中 継 に よ る も の

を 含 む 。 ） を い う 。 ） の 陸 上 移 動 局 で あ つ て 、 か つ 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇

一 ワ ッ ト 以 下 で あ る も の 。 

九 ・ 十 （ 略 ） 九 ・ 十 （ 略 ） 

  

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局 

(
1
)

～ (1
1)  （ 略 ） 

(1
2)  設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 四 第 八 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 

(1
3)  （ 略 ） 

(1
4)  （ 略 ） 

六 ～ 十 （ 略 ） 

（ 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 五 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る 携 帯 移 動 地 球 局 

(
1
)

～ (1
1)  （ 略 ） 

 

(1
2)  （ 略 ） 

(1
3)  （ 略 ） 

六 ～ 十 （ 略 ） 

  

 （ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ）  （ 登 録 の 対 象 と す る 無 線 局 ） 

第 十 六 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

第 十 六 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 略 ） 



 
 

 二
 

二
 

七 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備

を 使 用 す る 携 帯 基 地 局 

 
八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 に 係 る 無 線 設 備

を 使 用 す る 携 帯 局 

 

九 （ 略 ） 七 （ 略 ） 

十 （ 略 ） 八 （ 略 ） 

  

 （ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 七 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 （ 登 録 局 の 無 線 設 備 の 規 格 ） 

第 十 七 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 の 規 格 は 、

次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 六 （ 略 ） 一 ～ 六 （ 略 ） 

七 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 基 地

局 に 係 る も の 

八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 の う ち 携 帯 局 に

係 る も の 

 

九 （ 略 ） 

十 （ 略 ） 

七 （ 略 ） 

八 （ 略 ） 

  

 （ 登 録 局 の 開 設 区 域 ）  （ 登 録 局 の 開 設 区 域 ） 

第 十 八 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

第 十 八 条 法 第 二 十 七 条 の 十 八 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 区 域 は 、 次 に 掲 げ る

と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 又 は 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九

一 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局 の 開 設 区 域 は 、 総 務 大 臣 が 別 に

告 示 す る 区 域 と す る 。 

二 四 、 九 〇 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 〇 〇 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

の 開 設 区 域 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 区 域 と す る 。 

 三 五 、 〇 三 〇 ㎒ を 超 え 五 、 〇 九 一 ㎒ 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 局

の 開 設 区 域 は 、 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 の 管 轄 区 域 以 外 の 区 域 と す る 。 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

 



 
 

 三
 

三
 

○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ）          

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 
第 五 節 混 信 防 止 機 能 第 五 節 混 信 防 止 機 能 

（ 混 信 防 止 機 能 ） （ 混 信 防 止 機 能 ） 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防

止 機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

第 九 条 の 四 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局 が 有 し な け れ ば な ら な い 混 信 防 止

機 能 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 一 ～ 四 （ 略 ） 

五 七 三 ・ 六 MH
z

を 超 え 一 、 二 六 〇 MH
z

以 下 （ 三 一 二 MH
z

を 超 え 三 一 五 ・ 二 五

MH
z

以 下 及 び 四 三 三 ・ 六 七 MH
z

を 超 え 四 三 四 ・ 一 七 MH
z

以 下 を 除 く 。 ） 又 は

二 、 四 〇 〇 MH
z

以 上 二 、 四 八 三 ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定

小 電 力 無 線 局 （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 

五 七 三 ・ 六 MH
z

を 超 え 一 、 二 六 〇 MH
z

以 下 （ 一 四 二 ・ 九 三 MH
z

を 超 え 一 四 二 ・

九 九 MH
z

以 下 、 三 一 二 MH
z

を 超 え 三 一 五 ・ 二 五 MH
z

以 下 及 び 四 三 三 ・ 六 七 MH
z

を

超 え 四 三 四 ・ 一 七 MH
z

以 下 を 除 く 。 ） 又 は 二 、 四 〇 〇 MH
z

以 上 二 、 四 八 三 ・ 五

MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四

項 第 二 号 に 規 定 す る 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機

能 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

六 ～ 十 （ 略 ） 六 ～ 十 （ 略 ） 

十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す

る 無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 に つ い て は 、 次

に 掲 げ る 機 能 

十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム （ 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す る

無 線 通 信 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

 十 二 一 四 二 ・ 九 三 MH
z

を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

特 定 小 電 力 無 線 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 機 能 

 イ 空 中 線 電 力 が 等 価 等 方 輻 射 電 力 で 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 で あ り 、

か つ 、 電 気 通 信 回 線 に 接 続 し な い 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二

第 三 号 に 規 定 す る 機 能 

 ロ イ の 場 合 以 外 の 場 合 に あ つ て は 、 施 行 規 則 第 六 条 の 二 第 二 号 に 規 定 す

る 機 能 

十 二 （ 略 ） 十 三 （ 略 ） 

  

（ 人 体 頭 部 に お け る 比 吸 収 率 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 、 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 二

五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 開 設 さ れ た

陸 上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 基 地 局 と 当 該 陸 上 移 動 局 と の 間 で 無 線 通 信 （ 陸 上 移

動 中 継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 中 継 に よ る も の を 含 む 。 ） を 行 う も の を い う 。 以

（ 人 体 頭 部 に お け る 比 吸 収 率 の 許 容 値 ） 

第 十 四 条 の 二 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 陸 上 移 動 局 、 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と し て 、 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 二 五

MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 主 と し て デ ー タ 伝 送 の た め に 開 設 さ れ た 陸

上 移 動 局 と 通 信 を 行 う 基 地 局 と 当 該 陸 上 移 動 局 と の 間 で 無 線 通 信 （ 陸 上 移 動 中

継 局 又 は 陸 上 移 動 局 の 中 継 に よ る も の を 含 む 。 ） を 行 う も の を い う 。 以 下 同



 
 

 四
 

四
 

下 同 じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 、 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携

帯 移 動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局

（ イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 （ 伝 送 情 報 が 電 話 （ 音 響

の 放 送 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の も の 及 び 電 話 と そ の 他 の 情 報

の 組 合 せ の も の に 限 る 。 ） は 、 当 該 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ る 電 波 の 人 体 頭 部

に お け る 比 吸 収 率 （ 電 磁 界 に さ ら さ れ た こ と に よ つ て 任 意 の 生 体 組 織 一 〇 グ

ラ ム が 任 意 の 六 分 間 に 吸 収 し た エ ネ ル ギ ー を 一 〇 グ ラ ム で 除 し 、 さ ら に 六 分

で 除 し て 得 た 値 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 毎 キ ロ グ ラ ム 当 た り 二 ワ ッ ト 以 下 と

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 に つ い て は こ の

限 り で な い 。 

じ 。 ） の 陸 上 移 動 局 及 び 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ り 携 帯 移

動 衛 星 通 信 を 行 う 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 伝 送 情 報 が 電 話 （ 音 響 の 放 送 を

含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の も の 及 び 電 話 と そ の 他 の 情 報 の 組 合 せ の

も の に 限 る 。 ） は 、 当 該 無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ る 電 波 の 人 体 頭 部 に お け る 比 吸

収 率 （ 電 磁 界 に さ ら さ れ た こ と に よ つ て 任 意 の 生 体 組 織 一 〇 グ ラ ム が 任 意 の 六

分 間 に 吸 収 し た エ ネ ル ギ ー を 一 〇 グ ラ ム で 除 し 、 さ ら に 六 分 で 除 し て 得 た 値 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 毎 キ ロ グ ラ ム 当 た り 二 ワ ッ ト 以 下 と す る も の で な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 に つ い て は こ の 限 り で な い 。 

 

 一 ・ 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

一 ・ 二 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

  

第 三 章 受 信 設 備 第 三 章 受 信 設 備 

 （ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機

能 に 支 障 を 与 え な い 限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回

路 を 使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の 回 路 の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ

ば な ら な い 。 

（ 副 次 的 に 発 す る 電 波 等 の 限 度 ） 

第 二 十 四 条 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 副 次 的 に 発 す る 電 波 が 他 の 無 線 設 備 の 機 能

に 支 障 を 与 え な い 限 度 は 、 受 信 空 中 線 と 電 気 的 常 数 の 等 し い 疑 似 空 中 線 回 路 を

使 用 し て 測 定 し た 場 合 に 、 そ の 回 路 の 電 力 が 四 ナ ノ ワ ッ ト 以 下 で な け れ ば な ら

な い 。 

２ ～ 1
8  （ 略 ） ２ ～ 1
8  （ 略 ） 

1
9  三 一 二 MH
z

を 超 え 三 一 五 ・ 二 五 MH
z

以 下 若 し く は 四 三 三 ・ 六 七 MH
z

を 超 え 四 三

四 ・ 一 七 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 設 備 に

つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 に 定 め る と お り と す る 。 

1
9  一 四 二 ・ 九 三 MH
z

を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定

小 電 力 無 線 局 で あ つ て 、 空 中 線 電 力 が 等 価 等 方 輻 射 電 力 で 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ

ッ ト 以 下 で あ る も の の 受 信 設 備 又 は 三 一 二 MH
z

を 超 え 三 一 五 ・ 二 五 MH
z

以 下 若 し

く は 四 三 三 ・ 六 七 MH
z

を 超 え 四 三 四 ・ 一 七 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特

定 小 電 力 無 線 局 の 受 信 設 備 に つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表

に 定 め る と お り と す る 。 

  （ 表 略 ）   （ 表 略 ） 

注 （ 略 ） 注 （ 略 ） 

2
0 ～ 2
7  （ 略 ） 2
0 ～ 2
7  （ 略 ） 

2
8  イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 の 受 信 装 置 に

つ い て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 値 と す る 。

 

  

（ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 十 四 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、

そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 十 四 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 は 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 そ

れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 



 
 

 五
 

五
 

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 
二 一 四 二 ・ 九 三 MH
z

を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の 

二 一 四 二 ・ 九 三 MH
z

を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の 
イ 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ

と 。 た だ し 、 空 中 線 系 、 電 源 設 備 、 制 御 装 置 そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示

す る 装 置 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

イ 一 の 筐 体 に 収 め ら れ て お り 、 か つ 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い こ

と 。 た だ し 、 電 源 設 備 、 制 御 装 置 そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 装 置 に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

ロ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た

だ し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 送 信 空 中 線 に 一

ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を

送 信 空 中 線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

ロ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 

 ハ 給 電 線 及 び 接 地 装 置 を 有 し な い こ と 。 

ハ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る 送 信 時 間 制 限 装 置 及 び

キ ャ リ ア セ ン ス を 備 え 付 け て い る こ と 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が こ の 条 件 を

適 用 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 と 認 め て 別 に 告 示 す る 無 線 設 備 に つ い て

は 、 こ の 限 り で な い 。 

ニ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る 送 信 時 間 制 限 装 置 を 備

え 付 け て い る こ と 。 

ニ 送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 二 〇 kH
z

離 れ た 周 波 数 の （ ± ） 八 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 一 マ イ ク ロ ワ

ッ ト 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 絶 対 利 得 が 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 送 信 空 中 線

を 使 用 す る 無 線 設 備 に あ つ て は 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 で 一 マ イ ク ロ ワ ッ ト

以 下 で あ る こ と 。 

ホ 送 信 装 置 の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 二 〇 kH
z

離

れ た 周 波 数 の （ ± ） 八 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 、 次 の と お り で あ

る こ と 。 

 (1
)

 空 中 線 電 力 が 等 価 等 方 輻 射 電 力 で 一 〇 〇 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 で あ る

無 線 設 備 に あ つ て は 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 で 一 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

 (2
)

 (1
)

以 外 の 無 線 設 備 に あ つ て は 、 一 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 

三 ～ 十 （ 略 ）  三 ～ 十 （ 略 ） 

十 一 一 〇 ・ 五 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 五 五 GH
z

以 下 又 は 二 四 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 二 四 ・

二 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

十 一 一 〇 ・ 五 GH
z

を 超 え 一 〇 ・ 五 五 GH
z

以 下 又 は 二 四 ・ 〇 五 GH
z

を 超 え 二 四 ・

二 五 GH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 二 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ

し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 〇 二 ワ ッ

ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中

線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

ハ 送 信 空 中 線 は 、 そ の 絶 対 利 得 が 二 四 デ シ ベ ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ

し 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 〇 一 ワ ッ

ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 と な る 場 合 は 、 そ の 低 下 分 を 空 中

線 の 利 得 で 補 う こ と が で き る も の と す る 。 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

十 二 ・ 十 三 （ 略 ） 十 二 ・ 十 三 （ 略 ） 

  

第 四 節 の 十 八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 第 四 節 の 十 八 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 



 
 

 六
 

六
 

（ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） （ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 ） 
第 四 十 九 条 の 二 十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継

局 、 陸 上 移 動 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） 、 携 帯 基 地 局 及 び 携 帯 局

（ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る

も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 九 条 の 二 十 一 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 、 陸 上 移 動 中 継 局 及

び 陸 上 移 動 局 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） の 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件

に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 ～ 十 二 （ 略 ）  一 ～ 十 二 （ 略 ） 

２ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・

〇 一 ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま

で 、 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る

条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 （ 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト 以

下 の も の に 限 る 。 ） の 無 線 設 備 は 、 前 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で 、 第 五 号 、 第 七

号 か ら 第 九 号 ま で 及 び 第 十 二 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 （ 略 ）  一 （ 略 ） 

二 送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 の い ず れ か に 適 合 す る こ と 。 二 送 信 装 置 の 空 中 線 は 、 次 の 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

三 （ 略 ） 三 （ 略 ） 

 四 陸 上 移 動 局 又 は 携 帯 局 の 送 信 す る 電 波 の 周 波 数 は 、 通 信 の 相 手 方 と な る

基 地 局 又 は 携 帯 基 地 局 若 し く は 携 帯 局 （ 前 項 に 規 定 す る も の に 限 る 。 ） の

電 波 （ 他 の 無 線 局 に よ り 中 継 さ れ た も の を 含 む 。 ） を 受 信 す る こ と に よ つ

て 、 自 動 的 に 選 択 さ れ る こ と 。 

 

 五 （ 略 ）  四 （ 略 ） 

  

（ イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 四 イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の

無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の 無 線 設 備 ） 

第 四 十 九 条 の 二 十 四 イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無

線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

２ ～ ７ （ 略 ） 

一 ～ 四 （ 略 ） 

２ ～ ７ （ 略 ） 

８ イ ン マ ル サ ッ ト 携 帯 移 動 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｇ Ｓ Ｐ Ｓ 型 の 無 線 設 備

は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 

一 送 信 装 置 の 条 件 

イ 変 調 方 式 は 、 Ｇ Ｍ Ｓ Ｋ 方 式 で あ る こ と 。 

ロ 送 信 速 度 は 、 次 の い ず れ か の 値 で あ る こ と 。 

毎 秒 一 六 、 九 〇 〇 ビ ッ ト 、 毎 秒 六 七 、 七 〇 八 ビ ッ ト 

 

二 受 信 装 置 の 条 件 

空 中 線 系 の 絶 対 利 得 と 受 信 装 置 の 等 価 雑 音 温 度 と の 比 は 、 （ － ） 二 四 デ

シ ベ ル 以 上 で あ る こ と 。 

三 空 中 線 の 条 件 

送 信 又 は 受 信 す る 電 波 の 偏 波 は 、 右 旋 円 偏 波 で あ る こ と 。 

 

 

 

 

 



 
 

 七
 

七
 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合

す る こ と 。 
（ 略 ） 

 

 

  （ 略 ） 

  

別表第一号（第５条関係） 別表第一号（第５条関係） 

周波数の許容偏差の表 周波数の許容偏差の表 

周波数帯 無線局 周波数の許容偏差

（Ｈｚ又はｋＨｚ

を付したものを除

き、百万分率） 

１～６ （略） （略） （略）

７ 470ＭＨｚを超

え 2,450ＭＨｚ以

下 

１ 固定局（注 20、31、35

） 

(1) 810ＭＨｚを超え 960

ＭＨｚ以下のもの 

(2) その他の周波数のも

の 

ア 100Ｗ以下のもの 

イ 100Ｗを超えるもの

1.5

100

50

 ２ 陸上局及び移動局（３か

ら８までに掲げるものを除

く。）（注 20、31、34、

35、37、38） 

 (1) 810ＭＨｚを超え 960

ＭＨｚ以下のもの 

(2) その他の周波数のも

の 

1.5

20

 ３ 簡易無線局（注 35） ３

 ４ 特定小電力無線局（注

36） 

４

 ５ 時分割多元接続方式狭帯

域デジタルコードレス電話

の無線局 

３

 ６ 時分割多元接続方式広帯 10

周波数帯 無線局 周波数の許容偏差

（Ｈｚ又はｋＨｚ

を付したものを除

き、百万分率） 

１～６ （略） （略） （略） 

７ 470ＭＨｚを超

え 2,450ＭＨｚ以

下 

１ 固定局（注 20、31、35

） 

(1) 810ＭＨｚを超え 960

ＭＨｚ以下のもの 

(2) その他の周波数のも

の 

ア 100Ｗ以下のもの 

イ 100Ｗを超えるもの

 

 

1.5 

 

 

 

100 

50 

 ２ 陸上局及び移動局（３か

ら６までに掲げるものを除

く。）（注 20、31、34、

35、37、38） 

 

 (1) 810ＭＨｚを超え 960

ＭＨｚ以下のもの 

(2) その他の周波数のも

の 

1.5 

 

20 

 ３ 簡易無線局（注 35） ３ 

 ４ 特定小電力無線局（注

36） 

４ 

 ５ デジタルコードレス電話

の無線局 

 

 

３ 



 
 

 八
 

八
 

域デジタルコードレス電話

の無線局 

 ７ 時分割・直交周波数分割

多元接続方式デジタルコー

ドレス電話の無線局 

３

 ８ 小電力データ通信システ

ムの無線局 

50

 ９ 無線測位局（注 29） 

 (1) 地上ＤＭＥ及び地上

タカンの送信設備 

20

 (2) 機上ＤＭＥ及び機上

タカンの送信設備 

100ｋＨｚ

 (3) ＳＳＲの送信設備 

 ア モードＳ機能を有

するもの 

10ｋＨｚ

 イ その他 200ｋＨｚ

 (4) ＡＴＣトランスポン

ダの送信設備 

 ア モードＳ機能を有

するもの 

1,000ｋＨｚ

 イ その他 3,000ｋＨｚ

 (5) 質問信号送信設備 10ｋＨｚ

 (6) 基準信号送信設備及

びノントランスポンダ 

1,000ｋＨｚ

 (7) その他の無線測位局 500

 10 地上基幹放送局（注 21

、49） 

 (1) テレビジョン放送の

うちデジタル放送を行

う地上基幹放送局 

１Ｈｚ

 (2) その他の地上基幹放

送局 

500Ｈｚ

 11 アマチュア局 500

 

 

 

 

 

 ６ 小電力データ通信システ

ムの無線局 

50 

 ７ 無線測位局（注 29）  

 (1) 地上ＤＭＥ及び地上

タカンの送信設備 

20 

 (2) 機上ＤＭＥ及び機上

タカンの送信設備 

100ｋＨｚ 

 (3) ＳＳＲの送信設備  

 ア モードＳ機能を有

するもの 

10ｋＨｚ 

 イ その他 200ｋＨｚ 

 (4) ＡＴＣトランスポン

ダの送信設備 

 

 ア モードＳ機能を有

するもの 

1,000ｋＨｚ 

 イ その他 3,000ｋＨｚ 

 (5) 質問信号送信設備 10ｋＨｚ 

 (6) 基準信号送信設備及

びノントランスポンダ 

1,000ｋＨｚ 

 (7) その他の無線測位局 500 

 ８ 地上基幹放送局（注 21

、49） 

 

 (1) テレビジョン放送の

うちデジタル放送を行

う地上基幹放送局 

(2) その他の地上基幹放

送局 

１Ｈｚ 

 

 

500Ｈｚ 

 ９ アマチュア局 500 



 
 

 九
 

九
 

 12 地球局及び宇宙局（注

32、33、40） 

20

８・９ （略） （略） （略）
 

 10 地球局及び宇宙局（注

32、33、40） 

20 

８・９ （略） （略） （略） 

 注１～31 （略） 

32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信

設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかか

わらず、次のとおりとする。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) インマルサットＧＳＰＳ型の無線設備 0.1(10-6) 

33～52 （略） 

注１～31 （略） 

32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信

設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかか

わらず、次のとおりとする。 

 (1)～(5) （略） 

 

33～52 （略） 

  

別表第二号（第６条関係） 別表第二号（第６条関係） 

 第１～第４ （略）  第１～第４ （略） 

 第５ インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線

設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわら

ず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠し

て表示する。 

 第５ インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線

設備の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第４までの規定にかかわら

ず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠し

て表示する。 

１～７ （略） １～７ （略） 

   ８ インマルサットＧＳＰＳ型の無線設備 

(1)  変調信号の送信速度が毎秒 16,900 ビットのもの 19ｋＨｚ 

(2)  変調信号の送信速度が毎秒 67,708 ビットのもの 63ｋＨｚ 

 

第６～61 （略） 第６～61 （略） 

  

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

１～33 （略） １～33 （略） 

34 ５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動

局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に

規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。 

34 ５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移

動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわら

ず、総務大臣が別に告示する値とする。 

35 （略） 35 （略） 

36 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許

容値は、２に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

36 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許

容値は、２に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットＧＳＰＳ型の送信

設備 

ア 不要発射（高調波発射を除く。）の等価等方輻射電力の強度の許

容値は、次のとおりとする。 

 



 
 

 一 〇
 

一 〇
 

周波数帯 不要発射の強度の許容値 

９ｋＨｚ以上 50ＭＨｚ未

満 

任意の 10ｋＨｚ幅において（－）

64ｄＢＷ 

50ＭＨｚ以上 500ＭＨｚ未

満 

任意の 100ｋＨｚ幅において（－）

64ｄＢＷ 

500ＭＨｚ以上 1,000ＭＨ

ｚ未満 

任意の３ＭＨｚ幅において（－）

64ｄＢＷ 

1,000ＭＨｚ以上 1,596.5

ＭＨｚ未満 

任意の３ＭＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,596.5ＭＨｚ以上 1,606. 

5ＭＨｚ未満 

任意の１ＭＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,606.5ＭＨｚ以上 1,616. 

5ＭＨｚ未満 

任意の 300ｋＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,616.5ＭＨｚ以上 1,621. 

5ＭＨｚ未満 

任意の 100ｋＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,621.5ＭＨｚ以上 1,624. 

5ＭＨｚ未満 

任意の 30ｋＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,624.5ＭＨｚ以上 1,626. 

5ＭＨｚ未満 

搬送波の基本周波数からの離調周

波数が 450ｋＨｚの場合は 7.5ｋＨ

ｚ幅において、搬送波の基本周波

数からの離調周波数が 1.5ＭＨｚ以

上の場合は任意の 25ｋＨｚ幅にお

いて（－）58ｄＢＷ 

1,626.5ＭＨｚ以上 1,660. 

5ＭＨｚ未満 

搬送波の基本周波数からの離調周

波数が 450ｋＨｚの場合は 7.5ｋＨ

ｚ幅において、搬送波の基本周波

数からの離調周波数が 1.5ＭＨｚ以

上の場合は任意の 25ｋＨｚ幅にお

いて（－）54ｄＢＷ 

1,660.5ＭＨｚ以上 1,662. 

5ＭＨｚ未満 

搬送波の基本周波数からの離調周

波数が 450ｋＨｚの場合は 7.5ｋＨ

ｚ幅において、搬送波の基本周波

数からの離調周波数が 1.5ＭＨｚ以

上の場合は任意の 25ｋＨｚ幅にお

いて（－）58ｄＢＷ 

1,662.5ＭＨｚ以上 1,665. 任意の 30ｋＨｚ幅において（－）



 
 

 一 一
 

一 一
 

5ＭＨｚ未満 58ｄＢＷ 

1,665.5ＭＨｚ以上 1,670. 

5ＭＨｚ未満 

任意の 100ｋＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,670.5ＭＨｚ以上 1,680. 

5ＭＨｚ未満 

任意の 300ｋＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,680.5ＭＨｚ以上 1,690. 

5ＭＨｚ未満 

任意の１ＭＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

1,690.5ＭＨｚ以上 12.75

ＧＨｚ未満 

任意の３ＭＨｚ幅において（－）

58ｄＢＷ 

イ 高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が（－）38ｄＢ

Ｗ以下である値とする。 

37～54 （略） 37～54 （略） 

 



 
 

 一 二
 

一 二
 

○ 特 定 無 線 設 備 の 技 術 基 準 適 合 証 明 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 郵 政 省 令 第 三 十 七 号 ）           

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

（ 特 定 無 線 設 備 等 ） （ 特 定 無 線 設 備 等 ） 

第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 特 定 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 九 の 四 （ 略 ） 一 ～ 十 九 の 四 （ 略 ） 

十 九 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の

無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 五 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 （ 次 号

に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 及 び 携 帯 基 地 局 の

無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が

〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 基 地 局 の 無 線 設 備 で あ つ

て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ ク ロ

ワ ッ ト の も の 

十 九 の 七 ・ 十 九 の 八 （ 略 ） 十 九 の 七 ・ 十 九 の 八 （ 略 ） 

十 九 の 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の

無 線 設 備 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 九 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備

（ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 九 の 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局 の

無 線 設 備 で あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が

〇 ・ 二 マ イ ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 十 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 一 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 で

あ つ て 、 同 項 第 十 一 号 に 規 定 す る 等 価 等 方 輻 射 電 力 の 上 限 値 が 〇 ・ 二 マ イ

ク ロ ワ ッ ト の も の 

十 九 の 十 一 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 及 び 携 帯 局

の 無 線 設 備 

十 九 の 十 一 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 第 二 項 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条

件 が 定 め ら れ て い る 五 ㎓ 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 

二 十 ～ 六 十 四 （ 略 ） 二 十 ～ 六 十 四 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

  

別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 号 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 （ 第 六 条 及 び 第 二 十 五 条 関 係 ） 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 の 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す

る 。 

一 技 術 基 準 適 合 証 明 の た め の 審 査 は 、 次 の 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す

る 。 

(1
)

・ (2
)

 （ 略 ） (1
)

・ (2
)

 （ 略 ） 

(3
)

 特 性 試 験 (3
)

 特 性 試 験 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る

も の で あ る か ど う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

申 込 設 備 に つ い て 、 次 に 従 つ て 試 験 を 行 い 、 か つ 、 技 術 基 準 に 適 合 す る

も の で あ る か ど う か に つ い て 審 査 を 行 う 。 

ア （ 略 ） 

 

  ア （ 略 ） 



 
 

 一 三
 

一 三
 

 

 

 

 

 

一 

 

 

装 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 試 験 項 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 測 定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

（ 略 ） 第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

（ 略 ）

 

置 

  号 

の 

無 

線 

設 

備 

 

送
信

装
置 

周 波 数 周 波 数 計 又 は ス ペ ク

ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

 
（ 略 ）

占 有 周 波 数 帯

幅 

疑 似 音 声 発 生 器 又 は

疑 似 信 号 発 生 器 

バ ン ド メ ー タ 又 は ス

ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ）

ス プ リ ア ス 発

射 又 は 不 要 発

射 の 強 度 

低 周 波 発 振 器 

ス プ リ ア ス 電 力 計 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ）

空 中 線 電 力 電 力 計 、 電 界 強 度 測

定 器 又 は ス ペ ク ト ル

分 析 器 

（ 略 ） ○ （ 略 ）

 

 

 

 

 

一

 

 

装

 

 

 

 

 

 

 

 

二 試 験 項 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 測 定 器 等 

四 特 定 無 線 設 備 の 種 別 

（ 略 ） 第 

二 

条 

第 

一 

項 

第 

三 

十 

（ 略 ） 

 

置

  号 

の 

無 

線 

設 

備 

 

送
信

装
置

周 波 数 周 波 数 計 又 は ス ペ ク

ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

 

（ 略 ） 

占 有 周 波 数 帯

幅 

疑 似 音 声 発 生 器 又 は

疑 似 信 号 発 生 器 

バ ン ド メ ー タ 又 は ス

ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 

ス プ リ ア ス 発

射 又 は 不 要 発

射 の 強 度 

低 周 波 発 振 器 

ス プ リ ア ス 電 力 計 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 
空 中 線 電 力 電 力 計 、 電 界 強 度 測

定 器 又 は ス ペ ク ト ル

分 析 器 

（ 略 ） ○ （ 略 ） 



 
 

 一 四
 

一 四
 

比 吸 収 率 比 吸 収 率 測 定 装 置 （ 略 ） ○ 

注 15  

（ 略 ）

周 波 数 偏 移 又

は 周 波 数 偏 位

又 は 変 調 度 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 又 は 変 調

度 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

プ レ エ ン フ ァ

シ ス 特 性 
低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

搬 送 波 電 力 低 周 波 発 振 器 

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

総 合 周 波 数 特

性 

低 周 波 発 振 器 

電 力 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

総 合 歪 及 び 雑

音 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

送 信 立 ち 上 が

り 時 間 及 び 送

信 立 ち 下 が り

時 間 

オ シ ロ ス コ ー プ 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

隣 接 チ ャ ネ ル

漏 え い 電 力 又

は 帯 域 外 漏 え

い 電 力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

搬 送 波 を 送 信

し て い な い と

き の 電 力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

送 信 速 度 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 

比 吸 収 率 比 吸 収 率 測 定 装 置 （ 略 ）  

 

（ 略 ） 

周 波 数 偏 移 又

は 周 波 数 偏 位

又 は 変 調 度 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 又 は 変 調

度 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

プ レ エ ン フ ァ

シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

搬 送 波 電 力 低 周 波 発 振 器 

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

総 合 周 波 数 特

性 

低 周 波 発 振 器 

電 力 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

総 合 歪 及 び 雑

音 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

送 信 立 ち 上 が

り 時 間 及 び 送

信 立 ち 下 が り

時 間 

オ シ ロ ス コ ー プ 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

隣 接 チ ャ ネ ル

漏 え い 電 力 又

は 帯 域 外 漏 え

い 電 力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

搬 送 波 を 送 信

し て い な い と

き の 電 力 

低 周 波 発 振 器 

電 力 測 定 用 受 信 機 又

は ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 
送 信 速 度 低 周 波 発 振 器 

オ シ ロ ス コ ー プ 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 



 
 

 一 五
 

一 五
 

受
信

装
置 

副 次 的 に 発 す

る 電 波 等 の 限

度 

電 界 強 度 測 定 器 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 

感 度 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

通 過 帯 域 幅 標 準 信 号 発 生 器 
周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

減 衰 量 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

ス プ リ ア ス ・

レ ス ポ ン ス 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

隣 接 チ ャ ネ ル

選 択 度 

低 周 波 発 振 器 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は オ シ ロ

ス コ ー プ 

（ 略 ）  （ 略 ）

感 度 抑 圧 効 果 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

相 互 変 調 特 性 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

局 部 発 振 器 の

周 波 数 変 動 

周 波 数 計 （ 略 ）  （ 略 ）

受
信

装
置

副 次 的 に 発 す

る 電 波 等 の 限

度 

電 界 強 度 測 定 器 又 は

ス ペ ク ト ル 分 析 器 

（ 略 ） ○ 

注 8  

（ 略 ） 

感 度 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

通 過 帯 域 幅 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

減 衰 量 標 準 信 号 発 生 器 

周 波 数 計 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

ス プ リ ア ス ・

レ ス ポ ン ス 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

隣 接 チ ャ ネ ル

選 択 度 

低 周 波 発 振 器 

標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は オ シ ロ

ス コ ー プ 

（ 略 ）  （ 略 ） 

感 度 抑 圧 効 果 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

相 互 変 調 特 性 標 準 信 号 発 生 器 

レ ベ ル 計 又 は 歪 率 雑

音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

局 部 発 振 器 の

周 波 数 変 動 

周 波 数 計 （ 略 ）  （ 略 ） 



 
 

 一 六
 

一 六
 

デ ィ エ ン フ ァ

シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）  （ 略 ）

総 合 歪 及 び 雑

音 

標 準 信 号 発 生 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）  （ 略 ）

 

デ ィ エ ン フ ァ

シ ス 特 性 

低 周 波 発 振 器 

直 線 検 波 器 

（ 略 ）  （ 略 ） 

総 合 歪 及 び 雑

音 

標 準 信 号 発 生 器 

歪 率 雑 音 計 

（ 略 ）  （ 略 ） 

注 １ ～ 1
4  （ 略 ） 

1
5  設 備 規 則 第 十 四 条 の 二 第 一 項 各 号 に 規 定 す る も の を 除 く 。 

注 １ ～ 1
4  （ 略 ） 

1
5  設 備 規 則 第 十 四 条 の 二 第 一 項 各 号 に 規 定 す る も の を 除 く 。 

1
6 ～ 2
1  （ 略 ） 1
6 ～ 2
1  （ 略 ） 

イ ・ ウ （ 略 ） イ ・ ウ （ 略 ） 

二 ・ 三 （ 略 ） 二 ・ 三 （ 略 ） 

  

 


